
物品役務等の名称及び数量
契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及
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リモートアクセスサービスライセンス購入（300本）
契約職　副理事長　日置秀彦
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

令和3年3月3日
（株）大塚商会
（東京都千代田区飯田橋）

1010001012983 一般競争入札から不落随契に移行 － 1,635,480 － －

郵便料金
契約職　副理事長　日置秀彦
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

（令和2年度の使用料）
日本郵政（株）
（東京都千代田区霞が関）

1010001112577

　書類の発送については、機構に
とって最も有利な商品を選択して
いる。また、郵便法又は民間事業
者による信書の送達に関する法律
に規定する郵便及び信書の送達が
可能な事業者は、郵便事業株式会
社しかなく競争を許さない。（物
品等の調達に関する契約事務処理
要領第４条第２項第一号）

－ 2,043,614 － －

電話料
契約職　副理事長　日置秀彦
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

（令和2年度の使用料）
NTTコミュニケーションズ(株)
（東京都千代田区内幸町）

7010001064648

　電話料及び携帯電話料について
は、各々の使用実態に即した機構
にとって最も有利な商品を選択
し、契約している。（物品等の調
達に関する契約事務処理要領第４
条第２項第一号）

－ 1,345,430 － －

携帯電話料
契約職　副理事長　日置秀彦
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

（令和2年度の使用料）
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 3,835,507 － －

携帯電話料
契約職　副理事長　日置秀彦
（埼玉県さいたま市中央区新都心）

（令和2年度の使用料）
（株）ソフトバンク
（東京都港区東新橋）

9010401052465

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 1,834,082 － －

宿舎借上料
分任契約職　総合技術センター所長　高橋陽一
（埼玉県さいたま市桜区大字神田）

（令和2年度の使用料）
（株）クリエート川上
(大阪府茨木市竹橋町）

2120901037639

　入居中宿舎の継続契約であり、
本契約者以外との契約はできない
ため。
（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 2,400,000 － －

宿舎借上料
分任契約職　総合技術センター所長　高橋陽一
（埼玉県さいたま市桜区大字神田）

（令和2年度の使用料）
（株）コーポラス
(大阪府大阪市都島区東野田）

4120001180247

　入居中宿舎の継続契約であり、
本契約者以外との契約はできない
ため。
（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,218,000 － －

宿舎借上料
分任契約職　総合技術センター所長　高橋陽一
（埼玉県さいたま市桜区大字神田）

（令和2年度の使用料）
（株）ハウスメイトパートナーズ
（東京都豊島区東池袋）

8013301010007

　入居中宿舎の継続契約であり、
本契約者以外との契約はできない
ため。
（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,078,652 － －

宿舎借上料
分任契約職　総合技術センター所長　高橋陽一
（埼玉県さいたま市桜区大字神田）

（令和2年度の使用料）
積水ハウス不動産中部（株）岐阜賃
貸営業所
（岐阜県岐阜市金町）

5180001031328

　入居中宿舎の継続契約であり、
本契約者以外との契約はできない
ため。
（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,730,400 － －

宿舎借上料
分任契約職　総合技術センター所長　高橋陽一
（埼玉県さいたま市桜区大字神田）

（令和2年度の使用料）
三谷不動産（株）
（福井県福井市中央）

1210001004028

　入居中宿舎の継続契約であり、
本契約者以外との契約はできない
ため。
（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,374,866 － －
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電気料
分任契約職　下久保ダム管理所長　田野弘明
（埼玉県児玉郡神川町）

（令和3年度の使用料）
東京電力エナジーパートナー(株)
（東京都千代田区内幸町）

8010001166930

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 1,654,711 － －

携帯電話料
分任契約職　沼田総合管理所長　小坪洋巳
（群馬県沼田市上原町）

（令和2年度の使用料）
（株）NTTドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 1,074,773 － －

携帯電話料
分任契約職　千葉用水総合管理所長　宮下武士
（千葉県八千代市村上）

（令和2年度の使用料）
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 2,443,349 － －

専用回線使用料
分任契約職　千葉用水総合管理所長
宮下武士
（千葉県八千代市村上）

（令和2年度の使用料）
東日本電信電話（株）
（東京都新宿区西新宿）

8011101028104

　専用回線使用料については、
各々の使用実態に即した機構に
とって最も有利な商品を選択し、
契約している。（物品等の調達に
関する契約事務処理要領第４条第
２項第一号）

－ 8,885,688 － －

有料道路通行料
分任契約職　千葉用水総合管理所長
宮下武士
（千葉県八千代市村上）

（令和2年度の使用料）
（株）クレディセゾン
（東京都豊島区東池袋）

2013301002884

　同一使用区間における高速道路
等の利用料金は一律であり、各
カード会社とも年会費が発生しな
いことから競争の余地がない。
（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,841,920 － －

電力料
分任契約職　千葉用水総合管理所長
宮下武士
（千葉県八千代市村上）

（令和2年度の使用料）
東京電力エナジーパートナー（株）
（東京都中央区銀座）

8010001166930

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 798,789,304 － －

電話料
分任契約職　千葉用水総合管理所長
宮下武士
（千葉県八千代市村上）

（令和2年度の使用料）
ソフトバンク（株）
（東京都港区東新橋）

9010401052465

　電話料については、各々の使用
実態に即した機構にとって最も有
利な商品を選択し、契約してい
る。(物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,382,281 － －

成田用水取水施設管理業務
分任契約職　千葉用水総合管理所成田用水事業所
長　津曲孝一
（千葉県成田市三里塚）

令和3年3月26日
成田用水土地改良区
（千葉県成田市寺台）

6700150015408

　これまでの豊富な知見により取
水ピーク時や渇水時等における複
数の分水口間及びファームポンド
間の取水量調整に対応した揚水機
場の運転監視操作を効率的かつ効
果的に実施することができること
から、本業務を適切かつ円滑に実
施できる唯一の者であるため。
（物品等の調達に関する約事務処
理要領第４条第２項第一号）

－ 36,223,000 － －

携帯電話料
分任契約職　利根導水総合事業所長　安藤昌文
（埼玉県行田市大字須加）

(令和2年度の使用料)
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 2,726,326 － －

電話料
分任契約職　利根導水総合事業所長　安藤昌文
（埼玉県行田市大字須加）

(令和2年度の使用料)
東日本電信電話（株）
（東京都新宿区西新宿）

8011101028104

　電話料については、各々の使用
実態に即した機構にとって最も有
利な商品を選択し、契約してい
る。(物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,659,081 － －
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電気料
分任契約職　利根導水総合事業所長　安藤昌文
（埼玉県行田市大字須加）

(令和2年度の使用料)
東京電力エナジーパートナー（株）
(東京都千代田区内幸町)

8010001166930

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 53,777,346 － －

電気料
分任契約職　群馬用水管理所長 稲木道代
（群馬県前橋市古市町）

(令和2年度の使用料)
東京電力エナジーパートナー（株）
(東京都千代田区内幸町)

8010001166930

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 98,096,923 － －

電話料
分任契約職　群馬用水管理所長 稲木道代
（群馬県前橋市古市町）

(令和2年度の使用料)
東日本電信電話（株）
（東京都新宿区西新宿）

8011101028104

　電話料については、各々の使用
実態に即した機構にとって最も有
利な商品を選択し、契約してい
る。(物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）

－ 3,036,057 － －

電気料
分任契約職　草木ダム管理所長　小島幸康
（群馬県みどり市東町座間）

（令和2年度の使用料）
東京電力エナジーパートナー（株）
（東京都千代田区内幸町）

8010001166930

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 5,626,237 － －

携帯電話料金
分任契約職　草木ダム管理所長　小島幸康
（群馬県みどり市東町座間）

（令和2年度の使用料）
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 1,036,279 － －

借上宿舎料
分任契約職　草木ダム管理所長　小島幸康
（群馬県みどり市東町座間）

（令和2年度の使用料）
（株）リアルエステート群馬
（群馬県桐生市相老町）

4070001016761

　賃貸借契約の継続であり、本契
約者以外との契約はできないた
め。（物品等の調達に関する契約
事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 2,700,100 － －

電気料
分任契約職　思川開発建設所長　竜澤宏昌
（栃木県鹿沼市口粟野）

（令和2年度の使用料）
東京電力エナジーパートナー（株）
（東京都千代田区内幸町）

8010001166930

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 5,499,105 － －

専用回線使用料
分任契約職　思川開発建設所長　竜澤宏昌
（栃木県鹿沼市口粟野）

（令和2年度の使用料）
東日本電信電話(株)
（東京都新宿区西新宿）

8011101028104

　専用回線使用料については、
各々の使用実態に即した機構に
とって最も有利な商品を選択し、
契約している。（物品等の調達に
関する契約事務処理要領第４条第
２項第一号）

－ 1,546,298 － －

携帯電話使用料外
分任契約職　思川開発建設所長　竜澤宏昌
（栃木県鹿沼市口粟野）

（令和2年度の使用料）
(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 1,723,104 － －

携帯電話料
分任契約職　荒川ダム総合管理所長　髙橋健一
（埼玉県秩父市荒川久那）

（令和2年度の使用料）
（株）ＮＴＴドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 1,828,534 － －

電気料
分任契約職　荒川ダム総合管理所長　髙橋健一
（埼玉県秩父市荒川久那）

（令和2年度の使用料）
東京電力エナジーパートナー（株）
（東京都千代田区内幸町）

8010001166930

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 14,125,466 － －
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専用回線使用料
分任契約職　荒川ダム総合管理所長　髙橋健一
（埼玉県秩父市荒川久那）

（令和2年度の使用料）
東日本電信電話（株）
（東京都新宿区西新宿）

8011101028104

　専用回線使用料については、
各々の使用実態に即した機構に
とって最も有利な商品を選択し、
契約している。（物品等の調達に
関する契約事務処理要領第４条第
２項第一号）

－ 1,240,404 － －

職員宿舎賃貸借
分任契約職　荒川ダム総合管理所長　髙橋健一
（埼玉県秩父市荒川久那）

R3.3.31 原島　達 －

　宿舎貸上については、その都度
利便性、経済性を考慮し、物件調
査を行った上で機構に最も有利な
物件を契約している。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第4
条第２項第一号）

－ 1,035,000 － －

電気料
分任契約職　霞ヶ浦用水管理所長　舟橋　弘師
（かすみがうら市牛渡）

(令和2年度の使用料）
東京電力エナジーパートナー(株)
(東京都港区東新橋）

8010001166930

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 331,775,423 － －

電力料(長者屋敷･三笠)
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

（令和2年度の使用料）
中部電力ミライズ（株）
（愛知県名古屋市東区）

2180001135973

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 1,488,478 － －

電気料(事務所)
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

（令和2年度の使用料）
エネサーブ（株）
（滋賀県大津市月輪）

2160001003901

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 3,006,735 － －

複写機賃貸借及び保守(保守)
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

（令和2年度の使用料）
(株)No.1
(東京都千代田区内幸町)

8010001136248

　本契約は賃貸借契約であり、当
該サービスの提供を継続して受け
るためには、本契約者以外にはな
いため。（物品等の調達に関する
契約事務処理要領第４条第２項第
一号）

－ 1,880,999 － －

携帯電話使用料
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

（令和2年度の使用料）
(株)NTTドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 1,125,663 － －

宿舎借上料
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

（令和2年度の使用料）
（独）都市再生機構中部支社
（愛知県名古屋市中区錦）

1020005005090

　入居中宿舎の継続契約であり、
本契約者以外との契約はできない
ため。
（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 903,100 － －

宿舎借上料
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

（令和2年度の使用料）
（独）都市再生機構中部支社
（愛知県名古屋市中区錦）

1020005005090

　入居中宿舎の継続契約であり、
本契約者以外との契約はできない
ため。
（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,161,600 － －

宿舎借上料
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

（令和2年度の使用料）
（独）都市再生機構中部支社
（愛知県名古屋市中区錦）

1020005005090

　入居中宿舎の継続契約であり、
本契約者以外との契約はできない
ため。
（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 987,600 － －

宿舎借上料
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

（令和2年度の使用料）
（独）都市再生機構中部支社
（愛知県名古屋市中区錦）

1020005005090

　入居中宿舎の継続契約であり、
本契約者以外との契約はできない
ため。
（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 893,200 － －
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物品役務等の名称及び数量
契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名称及び住
所

法人番号
随意契約によることとした会計法
令の根拠条文及び理由（企画競争

又は公募）
予定価格 契約金額 落札率 備　　考

宿舎借上料
分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

（令和2年度の使用料）
（独）都市再生機構中部支社
（愛知県名古屋市中区錦）

1020005005090

　入居中宿舎の継続契約であり、
本契約者以外との契約はできない
ため。
（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,009,800 － －

電気料
分任契約職　愛知用水総合管理所長　笠井泰孝
（愛知県愛知郡東郷町）

（令和2年度の使用料）
中部電力(株)
(愛知県名古屋市東区東新町）

3180001017428

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 66,337,775 － －

携帯電話料
分任契約職　愛知用水総合管理所長　笠井泰孝
（愛知県愛知郡東郷町）

（令和2年度の使用料）
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　電話料については、各々の使用
実態に即した機構にとって最も有
利な商品を選択し、契約してい
る。(物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,523,816 － －

電話料
分任契約職　愛知用水総合管理所長　笠井泰孝
（愛知県愛知郡東郷町）

（令和2年度の使用料）
西日本電信電話（株）
（大阪府大阪市中央区馬場町）

7120001077523

　電話料については、各々の使用
実態に即した機構にとって最も有
利な商品を選択し、契約してい
る。(物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,066,915 － －

宿舎借上料
分任契約職　愛知用水総合管理所長　笠井泰孝
（愛知県愛知郡東郷町）

（令和2年度の使用料）
（株）大同ライフサービス
（愛知県名古屋市南区大同町）

1180001014798

　宿舎借上については、その都度
利便性、経済性を考慮し、物件調
査を行った上で機構に最も有利な
物件を契約している。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第
４条第２項第一号）

－ 3,390,000 － －

宿舎借上料
分任契約職　愛知用水総合管理所長　笠井泰孝
（愛知県愛知郡東郷町）

（令和2年度の使用料）
（株）ユニホー
（愛知県名古屋市天白区原）

9180001003141

　宿舎借上については、その都度
利便性、経済性を考慮し、物件調
査を行った上で機構に最も有利な
物件を契約している。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第
４条第２項第一号）

－ 940,687 － －

専用回線使用料
分任契約職　豊川用水総合事業部長　細山田真
（愛知県豊橋市今橋町）

(令和2年度の使用料)
西日本電信電話（株）
（大阪府大阪市中央区馬場町）

7120001077523

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 14,824,392 － －

電話料
分任契約職　豊川用水総合事業部長　細山田真
（愛知県豊橋市今橋町）

(令和2年度の使用料)
西日本電信電話（株）
（大阪府大阪市中央区馬場町）

7120001077523

　電話料については、各々の使用
実態に即した機構にとって最も有
利な商品を選択し、契約してい
る。(物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）

－ 3,345,323 － －

電気料
分任契約職　豊川用水総合事業部長　細山田真
（愛知県豊橋市今橋町）

(令和2年度の使用料)
中部電力（株）
（愛知県名古屋市東区）

3180001017428

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 1,052,608 － －

電気料
分任契約職　豊川用水総合事業部長　細山田真
（愛知県豊橋市今橋町）

(令和2年度の使用料)
中部電力ミライズ（株）
（愛知県名古屋市東区）

2180001135973

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 28,488,499 － －

岩屋ダムエレベータ設備点検業務
分任契約職　岩屋ダム管理所長　斉藤達也
（岐阜県下呂市金山町卯野原）

令和3年3月18日
三菱電機ビルテクノサービス（株）
（愛知県名古屋市中村区名駅）

5010001030412

　参加者の有無を確認する公募手
続きを実施したところ、参加者が
無かったことから、事前に特定さ
れている特定者との随意契約を確
定したものである。

－ 2,851,200 － －
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物品役務等の名称及び数量
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契約の相手方の商号又は名称及び住
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宿舎借上料（３戸）
分任契約職　木曽川用水総合管理所長　齊藤一俊
（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

令和3年3月26日
東建ビル管理（株）
（愛知県名古屋市中区丸の内）

9180001056635

　借上宿舎については、その都度
利便性、経済性を考慮し、物件調
査を行った上で機構に最も有利な
物件を契約している。（物品等の
調達に関する約事務処理要領第４
条第２項第一号）

－ 4,061,287 － －

電気料
分任契約職　木曽川用水総合管理所長　齊藤一俊
（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

（令和2年度の使用料）
中部電力ミライズ（株）
（愛知県名古屋市東区東新町）

2180001135973

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 591,198,077 － －

携帯電話料
分任契約職　木曽川用水総合管理所長　齊藤一俊
（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

（令和2年度の使用料）
ソフトバンク（株）
（東京都港区海岸）

9010401052465

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 1,210,475 － －

インターネット等利用料
分任契約職　木曽川用水総合管理所長　齊藤一俊
（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

（令和2年度の使用料）
NTTファイナンス（株）
（東京都港区港南）

8010401005011

　インターネット等利用料につい
ては、各々の使用実態に即した機
構にとって最も有利な商品を選択
し契約している（物品等の調達に
関する契約事務処理要領第４条第
２項第一号）。

－ 1,529,692 － －

専用回線使用料
分任契約職　木曽川用水総合管理所長　齊藤一俊
（愛知県稲沢市祖父江町馬飼寺東）

（令和2年度の使用料）
西日本電信電話（株）
（大阪府大阪市中央区馬場町）

7120001077523

　専用回線使用料については、
各々の使用実態に即した機構に
とって最も有利な商品を選択し、
契約している。（物品等の調達に
関する契約事務処理要領第４条第
２項第一号）

－ 1,524,584 － －

携帯電話使用料
分任契約職　三重用水管理所　飯田　直宏
（三重県三重郡菰野町菰野）

（令和2年度の使用料）
(株)NTTドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 848,647 － －

電気料
分任契約職　三重用水管理所　飯田　直宏
（三重県三重郡菰野町菰野）

（令和2年度の使用料）
中部電力(株)
(愛知県名古屋市東区東新町）

3180001017428

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 7,499,153 － －

電気料
分任契約職　長良川河口堰管理所長　髙阪英樹
（三重県桑名市長島町）

（令和2年度の使用料）
中部電力ミライズ（株）
（愛知県名古屋市東区東新町）

2180001135973

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 27,891,375 － －

電話料
分任契約職　長良川河口堰管理所長　髙阪英樹
（三重県桑名市長島町）

（令和2年度の使用料）
西日本電信電話（株）
（大阪府大阪市中央区）

7120001077523

　電話料については、各々の使用
実態に即した機構にとって最も有
利な商品を選択し、契約してい
る。(物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,075,842 － －

携帯電話料
分任契約職　長良川河口堰管理所長　髙阪英樹
（三重県桑名市長島町）

（令和2年度の使用料）
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 1,411,193 － －

宿舎借上料
分任契約職　長良川河口堰管理所長　髙阪英樹
（三重県桑名市長島町）

（令和2年度の使用料）
大和リビングマネジメント（株）
（東京都江東区有明）

6010601042302

　借上宿舎については、その都度
利便性、経済性を考慮し、物件調
査を行った上で機構に最も有利な
物件を契約している。（物品等の
調達に関する約事務処理要領第４
条第２項第一号）

－ 879,000 － －
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物品役務等の名称及び数量
契約職等の氏名並びにその所属する部局の名称及
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電気料
分任契約職　阿木川ダム管理所長　川地　悟
（岐阜県恵那市東野）

（令和2年度の使用料）
中部電力ミライズ（株）
（愛知県名古屋市東区東新町）

2180001135973

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 3,051,964 － －

携帯電話料
分任契約職　阿木川ダム管理所長　川地　悟
（岐阜県恵那市東野）

（令和2年度の使用料）
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　電話料については、各々の使用
実態に即した機構にとって最も有
利な商品を選択し、契約してい
る。(物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,042,594 － －

携帯電話通話料
分任契約職　徳山ダム管理所長　森合正人
（岐阜県揖斐郡揖斐川町）

（令和2年度の使用料） （株）ＮＴＴドコモ 1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 1,380,395 － －

地震計データ送信回線利用料
分任契約職　徳山ダム管理所長　森合正人
（岐阜県揖斐郡揖斐川町）

（令和2年度の使用料） 西日本電信電話（株） 7120001077523

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 1,514,304 － －

徳山ダム管理所ゴミ収集及び処分
分任契約職　徳山ダム管理所長　森合正人
（岐阜県揖斐郡揖斐川町）

（令和2年度の使用料） （株）西美濃環境 7200001029094

　ゴミ収集処分については、当該
区域を管轄する市町村長の許可を
受けた業者に委託する必要があ
り、当該地域の中では、競争が存
在しない。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 1,161,600 － －

職員宿舎（コーポ桂川）賃借料
分任契約職　徳山ダム管理所長　森合正人
（岐阜県揖斐郡揖斐川町）

（令和2年度の使用料） シンシアホーム（株） 8200001029184

　入居中宿舎の継続契約であり、
本契約者以外との契約はできない
ため。
（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第一号）

－ 2,241,819 － －

電気料
分任契約職　徳山ダム管理所長　森合正人
（岐阜県揖斐郡揖斐川町）

（令和2年度の使用料） 中部電力ミライズ（株） 2180001135973

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 3,281,896 － －

電子複写機保守業務
分任契約職　木曽川水系連絡導水路建設所長　宮
内　茂行
（岐阜県岐阜県岐阜市宇佐南）

（令和2年度の使用料）
富士ゼロックス岐阜（株）
（岐阜県岐阜市橋本町）

3200001001370

　本契約は保守契約であり、当該
サービスの提供を継続して受ける
ためには、本契約者以外にはない
ため。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 888,639 － －

電気代
分任契約職　関西・吉野川支社長　東出成記
（大阪府大阪市中央区)

（令和2年度の使用料）
関西電力（株）
（大阪府大阪市北区）

3120001059632

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 37,123,981 － －

携帯電話使用料
分任契約職　関西・吉野川支社長　東出成記
（大阪府大阪市中央区)

（令和2年度の使用料）
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 1,032,264 － －
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布目ダム油系廃棄物処理
分任契約職　木津川ダム総合管理所長　國枝達郎
（三重県名張市下比奈知）

令和3年3月31日
喜楽鉱業（株）
（滋賀県湖南市石部口）

4160001004781

　利水バルブ室の浸水により、主
管ゲート設備外低水管理用設備の
機側操作盤が水没し、ゲート電動
操作不可となった事案について、
室内排水作業後、床面、壁面、排
水溝等の広範囲に渡り油分が残存
していることから、復旧作業を行
ううえで早急に洗浄作業等を行う
必要が生じた。
　契約の相手先は、油系の洗浄等
作業及び廃棄物処理を専門に扱
い、廃掃法に基づく油系の産廃収
集運搬業及び産廃処分業の許可を
受けており、対応可能であること
から依頼した。
（物品等の調達に関する契約事務
処理要領第４条第２項第五号）

－ 2,860,000 － －

特別高圧電力料
分任契約職　一庫ダム管理所長　中原忠義
（兵庫県川西市一庫字唐松）

(令和2年度の使用料)
関西電力(株)
(大阪府大阪市北区)

3120001059632

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 5,825,787 － －

電気料
分任契約職　日吉ダム管理所長　新井誠輔
（京都府南丹市日吉町）

(令和2年度の使用料)
関西電力（株）
（大阪市北区中之島）

3120001059632

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 3,282,026 － －

携帯電話料
分任契約職　琵琶湖開発総合管理所長　門田光司
（滋賀県大津市堅田）

（令和2年度の使用料）
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 1,507,651 － －

電気料
分任契約職　琵琶湖開発総合管理所長　門田光司
（滋賀県大津市堅田）

（令和2年度の使用料）
関西電力（株）
（大阪府大阪市北区）

3120001059632

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 25,565,523 － －

電話料
分任契約職　琵琶湖開発総合管理所長　門田光司
（滋賀県大津市堅田）

（令和2年度の使用料）
ソフトバンク（株）
（東京都港区海岸）

9010401052465

　電話料については、各々の使用
実態に即した機構にとって最も有
利な商品を選択し、契約してい
る。(物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,000,455 － －

携帯電話料
分任契約職　川上ダム建設所長　渕上　吾郎
（三重県伊賀市阿保）

（令和2年度の使用料）
（株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ
（東京都千代田区永田町）

1010001067912

　携帯電話料については、各々の
使用実態に即した機構にとって最
も有利な商品を選択し、契約して
いる。（物品等の調達に関する契
約事務処理要領第４条第２項第一
号）

－ 1,295,470 － －

電気料
分任契約職丹生事務所長　播磨光一
（滋賀県長浜市余呉町坂口）

（令和2年度の使用料） 関西電力（株） 120001059632

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 2,215,930 － －

宿舎借上料
分任契約職　吉野川本部長　益山高幸
（香川県高松市天神前）

令和3年3月30日
（株）穴吹ハウジングサービス
（香川県高松市紺屋町）

5470001000435

　借上宿舎については、その都度
利便性、経済性を考慮し、物件調
査を行った上で機構に最も有利な
物件を契約している。（物品等の
調達に関する約事務処理要領第４
条第２項第一号）

－ 1,479,410 － －
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宿舎借上料
分任契約職　吉野川本部長　益山高幸
（香川県高松市天神前）

令和3年3月30日
（株）穴吹ハウジングサービス
（香川県高松市紺屋町）

5470001000435

　借上宿舎については、その都度
利便性、経済性を考慮し、物件調
査を行った上で機構に最も有利な
物件を契約している。（物品等の
調達に関する約事務処理要領第４
条第２項第一号）

－ 1,483,536 － －

宿舎借上料
分任契約職　吉野川本部長　益山高幸
（香川県高松市天神前）

令和3年3月30日
（株）穴吹ハウジングサービス
（香川県高松市紺屋町）

5470001000435

　借上宿舎については、その都度
利便性、経済性を考慮し、物件調
査を行った上で機構に最も有利な
物件を契約している。（物品等の
調達に関する約事務処理要領第４
条第２項第一号）

－ 1,392,000 － －

宿舎借上料
分任契約職　吉野川本部長　益山高幸
（香川県高松市天神前）

令和3年3月30日
（株）穴吹ハウジングサービス
（香川県高松市紺屋町）

5470001000435

　借上宿舎については、その都度
利便性、経済性を考慮し、物件調
査を行った上で機構に最も有利な
物件を契約している。（物品等の
調達に関する約事務処理要領第４
条第２項第一号）

－ 1,948,800 － －

電気料
分任契約職　香川用水管理所長　河合久志
（香川県仲多度郡琴平町）

（令和2年度の使用料）
四国電力（株）
（香川県丸亀市大手町）

9470001001933

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 7,726,812 － －

電気代 分任契約職　旧吉野川河口堰管理所　大村朋広 （令和2年度の使用料）
四国電力（株）
（徳島県徳島市寺島本町東）

9470001001933

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 5,012,477 － －

電気料
分任契約職　筑後川局長　古賀徹
（福岡県久留米市東町）

（令和2年度の使用料）
星光ビル管理（株）福岡営業所
（福岡県福岡市博多区博多駅前）

8120001077456

　事務所が入居しているビル使用
に係るものであり、本契約者以外
との契約はできない。（物品等の
調達に関する契約事務処理要領第
４条第２項第一号）

－ 2,419,136 － －

電気料
分任契約職　筑後川下流総合管理所長　北村達也
(福岡県久留米市安武町武島)

(令和2年度の使用料)
九州電力（株）
（福岡県福岡市中央区渡辺通）

4290001007004

　通信設備等に対し、安定的かつ
継続的に電力供給を受ける必要が
あるため。（物品等の調達に関す
る契約事務処理要領第４条第２項
第一号）

－ 529,899,134 － －

電話料
分任契約職　筑後川下流総合管理所長　北村達也
(福岡県久留米市安武町武島)

(令和2年度の使用料)
西日本電信電話（株）
（大阪府大阪市中央区馬場町）

7120001077523

　電話料については、各々の使用
実態に即した機構にとって最も有
利な商品を選択し、契約してい
る。(物品等の調達に関する契約事
務処理要領第４条第２項第一号）

－ 1,058,223 － －
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